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育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
案
要
綱

第
一

育
児
休
業

一

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
親
で
あ
る
配
偶
者
の
範
囲
に
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
五
条
第
二
項
の
一
歳
に
満
た
な
い
子
に
つ
い
て
再
度
の
育
児
休
業
の
申
出
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
、

法
第
六
条
第
三
項
の
育
児
休
業
の
申
出
を
開
始
予
定
日
の
一
週
間
前
ま
で
と
す
る
事
由
及
び
法
第
八
条
第
二
項
の
育
児
休

業
の
申
出
の
撤
回
後
に
再
度
の
育
児
休
業
の
申
出
が
で
き
る
事
由
と
し
て
、
次
の
も
の
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

法
第
五
条
第
一
項
の
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子
が
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、

（一）
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
世
話
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

法
第
五
条
第
一
項
の
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
を
希
望
し
、
申
込
み
を

（二）
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
と
き
。
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三

法
第
五
条
第
四
項
の
育
児
休
業
の
申
出
の
際
に
申
し
出
る
べ
き
事
項
と
し
て
、
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
申
出
に
よ
り
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
以
後
の
日
に
育
児
休
業
を
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
に
係
る
育
児
休
業
開
始
予
定
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
労
働
者
の
配
偶
者
が
し
て
い
る
育
児
休
業

に
係
る
育
児
休
業
期
間
の
初
日
以
降
で
あ
る
事
実
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

法
第
五
条
第
四
項
の
育
児
休
業
の
申
出
及
び
育
児
休
業
申
出
が
さ
れ
た
後
に
子
が
出
生
し
た
場
合
の
通
知
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法
（

及
び

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
主
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

（二）

（三）

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

書
面
を
提
出
す
る
方
法

（一）

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

（二）

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
方
法
（
労
働
者
及
び
事
業
主
が
当
該

（三）
送
信
す
る
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

五

四

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
出
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、

（二）

四

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
出
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ

（三）
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れ
当
該
事
業
主
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

事
業
主
は
、
法
第
五
条
第
四
項
の
育
児
休
業
申
出
が
さ
れ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
労
働
者
に
速
や
か
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

育
児
休
業
申
出
を
受
け
た
旨

(一)

育
児
休
業
開
始
予
定
日
（
法
第
六
条
第
三
項
の
指
定
に
よ
り
指
定
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
主
の
指
定

(二)
す
る
日
）
及
び
育
児
休
業
終
了
予
定
日

育
児
休
業
申
出
を
拒
む
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

(三)
七

六
の
通
知
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
（

及
び

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
が
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に

（二）

（三）

よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

書
面
を
提
出
す
る
方
法

(一)

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

(二)

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
方
法
（
当
該
労
働
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す

(三)
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
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八

七

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
労
働
者
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、
七

(二)
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、
労
働
者
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当

(三)該
労
働
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

九

法
第
五
条
第
四
項
の
育
児
休
業
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、
事
業
主
が
、
当
該
育
児
休
業
の
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
し

て
、
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
に
、
三
の
事
実
及
び
育
児
休
業
申
出
の
際
に

子
が
出
生
し
て
い
な
い
場
合
の
出
産
予
定
日
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十

育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
と
し

て
労
使
協
定
に
よ
り
育
児
休
業
の
対
象
か
ら
除
外
で
き
る
者
か
ら
、
育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
の
親
で
あ
っ
て
当
該
育
児

休
業
申
出
を
す
る
労
働
者
又
は
当
該
労
働
者
の
配
偶
者
の
い
ず
れ
で
も
な
い
者
で
あ
る
も
の
が
職
業
に
就
い
て
い
な
い
者

等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
労
働
者
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一

法
第
八
条
第
三
項
の
育
児
休
業
開
始
予
定
日
と
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
に
生
じ
た
場
合
に
は
育
児
休
業
申
出
が
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
事
由
と
し
て
、
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
五
条

第
一
項
の
申
出
に
よ
り
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
以
後
の
日
に
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
お
い
て
労
働
者
の
配
偶
者
が
育
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児
休
業
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二

法
第
六
条
第
三
項
の
育
児
休
業
開
始
予
定
日
の
指
定
の
通
知
に
つ
い
て
、
七
及
び
八
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
三

法
第
七
条
第
一
項
の
育
児
休
業
開
始
予
定
日
の
変
更
の
申
出
及
び
法
第
七
条
第
三
項
の
育
児
休
業
終
了
予
定
日
の
変

更
の
申
出
、
法
第
八
条
第
一
項
の
育
児
休
業
申
出
の
撤
回
に
つ
い
て
、
四
か
ら
八
ま
で
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
四

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
と
し
て
、
必
要
な
読
替
え
規
定
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

介
護
休
業

一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
介
護
休
業
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
四
か
ら
八
ま
で
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
二
条
第
三
項
の
介
護
休
業
開
始
予
定
日
の
指
定
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
七
及
び
八
を
準
用
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

第
三

子
の
看
護
休
暇

一

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
子
の
世
話
は
、
子
に
予
防
接
種
又
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
子
の
看
護
休
暇
の
申
出
の
際
に
申
し
出
る
べ
き
事
項
及
び
当
該
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
事
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業
主
が
当
該
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
し
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
に
、

一
の
世
話
を
行
う
こ
と
と
す
る
事
実
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

介
護
休
暇

一

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
世
話
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

対
象
家
族
の
介
護

(一)

対
象
家
族
の
通
院
等
の
付
添
い
、
対
象
家
族
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
の
代
行
そ
の

(二)
他
の
対
象
家
族
の
必
要
な
世
話

二

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
休
暇
の
申
出(

以
下
「
介
護
休
暇
申
出
」
と
い
う
。)

は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
、
事
業
主
に
対
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

介
護
休
暇
を
す
る
労
働
者
の
氏
名

(一)

介
護
休
暇
申
出
に
係
る
対
象
家
族
の
氏
名
及
び

の
労
働
者
と
の
続
柄

(二)

(一)

介
護
休
暇
申
出
に
係
る
対
象
家
族
が
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
又
は
孫
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
労
働
者
が
当
該

(三)

(一)

対
象
家
族
と
同
居
し
、
か
つ
、
当
該
対
象
家
族
を
扶
養
し
て
い
る
事
実
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介
護
休
暇
を
取
得
す
る
年
月
日

(四)

介
護
休
暇
申
出
に
係
る
対
象
家
族
が
要
介
護
状
態
に
あ
る
事
実

(五)
三

事
業
主
は
、
介
護
休
暇
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
二

、

及
び

の
事
実
を

(二)

(三)

(五)

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

介
護
休
暇
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
事
業
主
が
申
出
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
労
働
者
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
二

日
以
下
の
労
働
者
と
す
る
こ
と
。

五

法
第
十
六
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
が
労
働
者
か
ら

の
介
護
休
暇
申
出
を
拒
む
場
合
に
お
け
る
必
要
な
手
続
き
そ
の
他
の
事
項
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

所
定
外
労
働
の
制
限

一

法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
所
定
外
労
働
の
制
限
の
請
求
が
で
き
な
い
こ
と
と
と
す
る
労
働
者
は
、
一
週
間
の

所
定
労
働
日
数
が
二
日
以
下
の
労
働
者
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
所
定
外
労
働
の
制
限
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
事
業
主
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

請
求
の
年
月
日

(一)

請
求
を
す
る
労
働
者
の
氏
名

(二)

請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

の
労
働
者
と
の
続
柄

(三)

(二)

請
求
に
係
る
制
限
期
間
の
初
日
及
び
末
日
と
す
る
日

(四)

請
求
に
係
る
子
が
養
子
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日

(五)
三

二
の
請
求
及
び
六
の
通
知
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
（

及
び

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
主
が
適
当
と
認
め
る

(二)

(三)

場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

書
面
を
提
出
す
る
方
法

(一)

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

(二)

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
方
法
（
労
働
者
及
び
事
業
主
が
当
該

(三)
送
信
す
る
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

四

三

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
請
求
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、

(二)
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三

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
請
求
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ

(三)
れ
当
該
事
業
主
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

事
業
主
は
、
二
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
労
働
者
に
対
し
て
、
子
の
妊
娠
、
出
生
又
は
養
子
縁
組
の
事
実
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

所
定
外
労
働
の
制
限
の
請
求
に
係
る
子
が
当
該
請
求
が
さ
れ
た
後
に
出
生
し
た
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
労
働
者
は

、
速
や
か
に
、
当
該
子
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
当
該
労
働
者
と
の
続
柄
を
事
業
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
て
、
当
該
子
の
出
生
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

七

所
定
外
労
働
の
制
限
の
請
求
後
、
請
求
開
始
日
ま
で
の
間
に
生
じ
た
場
合
に
請
求
が
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
事

由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

請
求
に
係
る
子
の
死
亡

(一)

請
求
に
係
る
子
が
養
子
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し

(二)

請
求
に
係
る
子
が
養
子
と
な
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

(三)
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労
働
者
の
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と

(四)
な
っ
た
こ
と

八

当
該
事
情
が
生
じ
た
日
に
制
限
期
間
が
終
了
す
る
事
情
と
し
て
、
七
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

第
六

時
間
外
労
働
の
制
限

一

法
第
十
七
条
第
一
項
の
時
間
外
労
働
の
制
限
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
労
働
者
か
ら
、
請
求
に
係
る
子
の
親
で
あ
っ
て
当
該
請
求
を
す
る
労
働
者
又
は
当
該
労
働
者
の
い
ず
れ
で
も

な
い
者
で
あ
る
も
の
が
職
業
に
就
い
て
い
な
い
等
の
場
合
の
当
該
労
働
者
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
七
条
第
一
項
の
時
間
外
労
働
の
制
限
の
請
求
及
び
請
求
が
さ
れ
た
後
に
子
が
出
生
し
た
場
合
の
通
知
は
、
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
（

及
び

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
主
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な
け

(二)

(三)

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

書
面
を
提
出
す
る
方
法

(一)

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

(二)
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電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
方
法
（
労
働
者
及
び
事
業
主
が
当
該

(三)
送
信
す
る
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

三

二

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
請
求
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、

（二）

二

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
請
求
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ

（三）
れ
当
該
事
業
主
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

深
夜
業
の
制
限

一

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
業
の
制
限
の
請
求
及
び
請
求
が
さ
れ
た
後
に
子
が
出
生
し
た
場
合
の
通
知
は
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
（

及
び

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
主
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ

（二）

（三）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

書
面
を
提
出
す
る
方
法

(一)

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

(二)

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
方
法
（
労
働
者
及
び
事
業
主
が
当
該

(三)
送
信
す
る
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
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二

一

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
請
求
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、

(二)

一

の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
請
求
等
は
、
事
業
主
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ

（三）
れ
当
該
事
業
主
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
の
対
象
外
と
な
る
所
定
労
働
時
間
が
短
い
労
働
者
は
、
一
日
の

所
定
労
働
時
間
が
六
時
間
以
下
の
労
働
者
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
所
定
外
労
働
の
短
縮
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
と
し
て
労
使
協
定
に
よ
り
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
の
対
象
か
ら
除
外
で
き
る
者
は
、

一
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
二
日
以
下
の
労
働
者
と
す
る
こ
と
。

三

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
は
、
一
日
の
所
定
労
働
時
間
を
六
時
間
と
す
る
措
置
を
含
む
も

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
始
業
時
刻
変
更
等
の
措
置
は
、
当
該
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
労
働
者
に
適

用
さ
れ
る
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
の
制
度
を
設
け
る

(一)
こ
と
。

一
日
の
所
定
労
働
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
始
業
又
は
終
業
の
時
刻
を
繰
り
上
げ
又
は
繰
り
下
げ
る
制
度
を
設
け

(二)
る
こ
と
。

労
働
者
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
に
係
る
保
育
施
設
の
設
置
運
営
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
便
宜
の
供
与
を
行
う
こ
と
。

（三）

第
九

調
停

一

法
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
停
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機

会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
号
）
の
規
定
を
準
用
し
、
必
要
な
読

替
え
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
一

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
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月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

関
係
省
令
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


